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第５章 計画の推進体制 

 

１ 計画の推進 

 本計画では、乳児期の学校教育・保育、地域の子育て支援事業の量の見込み、提供体制

の確保の内容及びその時期などを定めました。計画の推進にあたっては、保育・教育事業

に対する市民のニーズに応えていくため、必要なサービスの量の確保・拡大と多様化も含

む質の向上の実現を目指していきます。 

 このため、市内関係機関と連携して横断的な施策に取り組むとともに、保育所・幼稚園

など子ども・子育て支援事業者、学校、市民などの多くの方の意見を取り入れながら取り

組みを広げていきます。 

 

２ 計画の進行管理 

 本計画を実行性のあるものとして推進するためには、計画に基づく施策の進捗状況と

ともに、計画全体の成果を検証することが重要です。 

 このため、「伊達市子ども・子育て会議」において、その進捗状況を確認・評価してい

きます。 

 また、施策の実施にあたっては、柔軟で総合的な取り組みが必要であることから、検証

した結果に基づき、必要に応じ改善を図るため、各年度、施策の見直しを行い、計画を修

正していきます。 

 

  


